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 拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 このたびは、ご子息・ご息女がめでたく山口大学人文学部入学の栄誉を得ら

れ、ご本人はもとより保護者の皆様におかれましても、さぞかしお喜びのこと

と存じます。 

 さて、人文学部には学生の保護者による後援団体として「山口大学人文学部

後援会」(別紙会則参照)が組織されております。 

 その活動は、主として学生の就職・進学の支援活動、実習等の教育活動、福

利厚生活動及び卒業記念品の進呈等並びに人文学部における教員の研究活動、

学部運営等への教育・研究活動に必要な支援を行っているところでございま

す。 

 つきましては、保護者の皆さまには、出費多端の折、誠に恐縮ですが当後援

会の趣旨にご賛同・ご理解を賜り、何卒ご入会くださいますようよろしくお願

い申し上げます。 

  

 

               敬具 

 

 

 

 

 

                     担当：人文学部予算管理係 山根 

                                       電話：083-933-5204（直通）       



山口大学人文学部後援会会則 

 

第１条 本会は，山口大学人文学部後援会と称し，人文学部の学生（以下「学部学

生」という。）及び人間社会科学研究科人文科学専攻の学生（以下「大学院生」と

いう。）の保護者をもって組織する。 

第２条 本会は，事務所を山口大学人文学部内に置く。 

第３条 本会は，学部と家庭との連絡を緊密にし，人文学部及び人間社会科学研究科

人文科学専攻（以下「本学部等」という。）の教育・研究活動を援助することを目

的とする。 

第４条 本会は，前条の目的を達するため，次の事業を行う。 

(１) 学部と家庭との緊密化 

(２) 会員相互の親睦 

(３) 学生教育上必要な援助 

(４) 就職活動の援助 

(５) その他，本会の目的を達するために必要な事業 

第５条 本会に，次の役員を置く。 

(１) 会長，副会長各１名 

(２) 理事若干名 

(３) 監事２ 名 

(４) 学内委員若干名 

(５) 書記若干名 

２ 必要に応じ顧問を置くことができる。 

３ 役員の任期は，次期定時役員会までとする。 

第６条 会長及び副会長は，理事の中から選出し，理事及び監事は，会員の中から選

出する。学内委員は，学部教員の中から会長が委嘱し，書記は，学部内事務職員の

中から会長が委嘱する。顧問は，会長が推挙する。 

第７条 役員の任務は，次のとおりとする。 

(１) 会長は，会務を掌理し，本会を代表する。 

(２) 副会長は，会長を補佐し，会長事故あるときは，その職務を代行する。 

(３) 顧問は，役員会に参与する。 

(４) 理事は，本会の事業を議決処理する。 

(５) 監事は，会計の監督に当たる。 

(６) 学内委員は，会務の執行に参与する。 

(７) 書記は，庶務会計の任に当たる。 

第８条 役員は，役員会を開く。 

２ 役員会は，毎年１回開く。 

３ 臨時に役員会の必要が生じたときは，臨時役員会を開くことができる。 

４ 役員会は，会長が必要に応じて招集する。 

第９条 役員会において行う事項は，次のとおりとする。 

(１) 収入，支出予算書等の議決並びに決算の承認 

(２) 会務の報告 

(３) 役員（理事，監事）の選出 

(４) 会則の改正 

(５) 本学部等の教育及び学生支援活動等に関する意見交換 

(６) その他，必要な事項 

 

第10条 本会の会計年度は，４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第11条 本会の経費は，次の収入によって支弁する。 

(１) 入会金 １，０００円（入学時納入） 

ただし，本学部出身の大学院生については免除する。 

(２) 会 費 学部学生（４か年分）１９，０００円（入学時納入） 

ただし，３年次編入生については９，５００ 円とする。 

大学院生（２か年分）９，５００円（入学時納入） 

(３) 特別寄付 １，０００円以上（任意） 

(４) 事業収益金 

(５) 雑収入 

 

附 則 

１ この会則は，昭和５６年３月２日から施行する。 

２ 昭和５５年度以前の入学生にかかる会員については，第１１条第２号の規定にか

かわらず，会費は，９，０００円とする。 

附 則 

この会則は，平成９年６月７日から施行する。ただし，改正後の第１１条の大学院

生にかかる規定は，平成１０年４月１日以降の入学者から適用する。 

   附 則 

 この会則は，平成２８年６月１８日から施行する。 

   附 則 

 この会則は，平成３０年６月９日から施行する。 

附 則 

 この会則は，令和５年６月１７日から施行する。 

附 則 

この会則は，令和７年７月１３日から施行し，改正後のこの会則の規定は，令和７

年４月１日入学者から適用する。この場合において，令和７年３月３１日に人文科学

研究科に在学する学生にかかる会員については，第１条の規定に含むものとする。 


